
１．罹患者確定・入院までの流れ等

感染の疑い

保健管理センターから保健所
へ連絡

感染の疑い

検査結果

保健所から医療機関へ連絡

医療機関から本人に通知し入院
（本人から保健管理センターに連絡）

保健管理センタによる
聞き取りを実施

医療機関による診察

医療機関の指示に
従い行動

医療機関の指示に
従い行動

保健管理センター
の指示に従い行動

保健管理セン
ターへ連絡

体調不良や罹患
疑いがある場合

医療機関の紹介と受診の指示

保健所へ連絡

保健所による
聞き取り実施

感染の疑い

保健所の指示に
従い行動

保健所による
疫学調査

保健管理
センター
による
情報収集

あり

あり

あり

休日

なし

なし

陰性

なし

平日

この期間は入院
または自宅待機

電話で症状や接触歴など聞き取り

（参考）罹患者の復帰の目安
・症状の改善とＰＣＲ検査で２回陰性
・解熱剤を内服しない状態で、症状が
消失してから４８時間以降で復帰が
可能
・保健管理センターと情報共有

※上記によらず、風邪の症状がある場合は、来学自粛を要請

陽性

ＰＣＲ検査
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・教職員に濃厚接触の疑いのある者が発生した場合の行動フロー

体調

濃厚接触の疑いのある者

自宅待機の上で、「1.罹患者
確定･入院までの流れ」による

悪い

良い

・学生・教職員が保健所から濃厚接触者と特定された場合の行動

・学生・教職員を問わず、保健所から濃厚接触者と特定された者は、保健所の指示に従い
自宅等で待機

今後の業務の実施方法等につ
いて、所属の上司と相談

（通常業務への復帰の目安）
・接触した「罹患の疑いのある者」が、保健所で「陰性」と判断された時点
・自身の健康状態が良好であること
・復帰の条件として接触後14日間は、手指衛生の強化、マスクの常用、
体温測定など健康観察自己管理を徹底すること

※学生については、濃厚接触の疑いがあれば自宅等で
待機

所属の上司に連絡

※罹患者・濃厚接触者の特定には時間がかかることか
ら、保健所による特定までの間は、『岐阜大学と
して定める「濃厚接触の疑いのある者」の目安』を
踏まえ、このフローにより行動

※上司と相談の結果により、自宅又は職場での業務
を行う。なお、職場において業務を行う場合は、
必要に応じ別室又は距離をとるなどの配慮を行っ
た上で作業を指示する。

上司は保健管理センターと相談
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